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障害者による工夫　オンライン　テレワーク

【要約】

本調査研究では、企業と障害者を対象としたアンケート調査及びヒアリング調査を

実施することにより、職場での情報のやり取りについて障害者が直面している課題や、

それらの解消のために職場で行われている配慮、障害者による工夫について、明らか

にするよう試みた。

調査の結果、①企業と障害者の間で情報共有の困難性に関する認識の傾向が一致し

ている障害種別と相違がある障害種別があり、認識の相違が生じる可能性を考慮し、

日ごろのコミュニケーションを充実させるなど、企業が障害者の困難に気づくような

取組が望まれること、②業務指示を行う場面と、業務指示以外の情報共有を行う場面

のそれぞれの状況と、対象となる障害者の特性の両方を考慮した配慮や工夫が行われ

ていること、そして③多様なオンラインコミュニケーション手段の活用が上司や同僚

と障害者との情報のやり取りに好影響を与えている一方で、対面でのやり取りの有用

性が認識されていることなどが明らかとなった。

職場における情報共有の課題に関する研究
－オンラインコミュニケーションの広がりなど職場環境の変化を踏まえて－

（調査研究報告書 No.179） サマリー
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第２章　アンケート調査
第３章　ヒアリング調査
第４章　総括
巻末資料

４　調査研究の背景と目的
職場では様々な情報がやり取りされている。指示や報告等の業務に関わるやり取りに加え、
直接には業務に関わらないものも含めた様々な情報のやり取りがなされている。しかしながら、
職場での情報のやり取りについて、障害に起因する課題を抱える社員もいる。そのため、障害
特性に応じて、情報伝達に関する職場からの配慮が求められる。例えば、視聴覚に障害がある
ために情報保障が必要となる場合や、知的障害等があるために、（図解するなど）情報の提供方
法に配慮が求められる場合などがある。
職場での情報共有に用いられる方法は、口頭のほか、メールやチャット、グループウェアの
活用等、変化を続けてきた。さらに、近年のテレワークの拡大に伴うオンライン上のやり取り
の広がりは、情報のやり取りに関する企業の取組にも影響を与えている。
こうした中で、障害者が働く職場での情報共有に関する課題や配慮、工夫について検討する
ことは、障害者にとっての働きやすい環境を検討する上で有益と思われる。本調査研究では、
障害者が情報のやり取りについてどのような課題に直面しており、またどのような配慮を必要
としているかを明らかにするとともに、具体的に職場からの配慮や障害者による工夫について
の把握を試みる。

５　調査研究の方法
上記の目標を達成するために、本調査研究では以下の方法を採用することとした。

(1) 企業アンケート調査及び障害者アンケート調査
厚生労働省から提供を受けた令和４年障害者雇用状況報告（2022 年６月１日）において障害
者を雇用していると報告した企業の中から 10,000 社を抽出し、2023 年 10 月から 11 月に調査
を実施した。企業アンケート調査として、対象企業の人事・労務担当者又は障害者の上司等、
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障害のある社員（職員）のコミュニケーションの状況を把握している者へ回答を求めた。併せ
て、障害者アンケート調査として、対象企業で働く障害のある社員（職員）最大５人に回答を
求めた。
(2) 企業及び障害者ヒアリング調査
企業アンケート調査の回答企業の中から、ヒアリング調査への協力に同意が得られた企業ア
ンケート調査回答者、及びその企業に在籍する障害のある社員（職員）に対して、訪問又はオ
ンラインによりヒアリング調査を実施した。ヒアリングは 14 企業を対象に行い、そのうち、10
企業に対して企業ヒアリングと障害者ヒアリングを実施し、４企業に対しては企業ヒアリング
のみを実施した。

６　調査研究の内容
(1) アンケート調査結果
企業アンケート調査の有効回答数は 1,217 社、有効回答率は 12.2％だった。障害者アンケー
ト調査の有効回答数は 721 人だった。
以下では調査で得られた結果のうち、代表的なものを示す。

ア　業務指示に関する情報共有
業務指示の伝達や把握における困難の頻度については、企業と障害者で認識の傾向がほぼ一
致している障害種別と、乖離が見られる障害種別があった。乖離が大きかったのは聴覚・言語
障害と発達障害であり、これらの障害種別では障害者の方が企業より困難を感じる状況が多かっ
た（図１）。認識の相違が生じる可能性を考慮し、日ごろのコミュニケーションを充実させる
など、企業が障害者の困難に気づくよう努めることが望まれる。

業務指示の場におけるやり取りに関する職場からの配慮（図２）と障害者による工夫を見る
と、認知機能に障害のある障害種別と、感覚機能に障害のある障害種別で、それぞれ多くの取
組が行われていることが分かった。知的障害、精神障害、発達障害といった認知機能に障害の

図　業務指示の伝達・把握に関する困難の頻度の認識

企業 障害者

① 視覚障害  頻繁にある 0.0% 10.3%

 ときどきある 21.9% 27.6%

 ほとんどない 59.4% 34.5%

 まったくない 18.8% 27.6%

② 聴覚・言語障害  頻繁にある 6.4% 11.5%

 ときどきある 37.2% 62.3%

 ほとんどない 47.4% 23.0%

 まったくない 9.0% 3.3%

③ 肢体不自由  頻繁にある 0.4% 4.7%

 ときどきある 5.4% 12.9%

 ほとんどない 28.6% 35.7%

 まったくない 65.6% 46.8%

④ 内部障害  頻繁にある 0.6% 6.7%

 ときどきある 3.0% 7.4%

 ほとんどない 21.9% 23.7%

 まったくない 74.6% 62.2%

⑤ 知的障害  頻繁にある 6.6% 8.9%

 ときどきある 44.4% 34.1%

 ほとんどない 43.8% 36.6%

 まったくない 5.3% 20.3%

⑥ 精神障害  頻繁にある 6.1% 6.4%

 ときどきある 36.2% 36.2%

 ほとんどない 41.3% 39.7%

 まったくない 16.4% 17.7%

⑦ 発達障害  頻繁にある 2.6% 12.7%

 ときどきある 46.2% 55.7%

 ほとんどない 48.7% 25.3%

 まったくない 2.6% 6.3%

⑨ 難病（指定難病）  頻繁にある 0.0% 5.9%

 ときどきある 11.5% 20.6%

 ほとんどない 38.5% 41.2%

 まったくない 50.0% 32.4%
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図１　業務指示の伝達・把握に関する困難の頻度の認識
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ある障害種別では、企業は業務指示伝達に当たり、伝達する情報を簡潔に改めるほか、複数の
指示を区切って順番に伝えたり優先順位を明確にしたりする配慮を行うことで認知的負荷を減
らし、指示内容をその場で確認することも含めて、指示内容が間違って伝わることを予防して
いた。またこれらの障害種別の障害者が業務指示の把握の課題を解消するために行っている工
夫としては、指示内容の把握のために分かりやすい業務指示を行うよう依頼するほか、質問し
たりメモを取ったりする頻度が高かった。
他方、感覚機能に障害のある視覚障害及び聴覚・言語障害について、企業は見え方や聞こえ方
に配慮したコミュニケーション手段を用いることで、業務指示が間違いなく伝わるようにしてい
ることが分かった。障害者による工夫としては、その場で質問したりメモを取ったりするなど、
就労を巡り一般的に行われる工夫のほか、聴覚・言語障害において聞こえ方に配慮したコミュニ
ケーション手段の使用や、書面で指示をもらえるよう企業側へ依頼するなどの工夫が見られた。

イ　業務指示以外に職場でやり取りされる情報の共有
障害者アンケート調査の結果では、業務指示以外に職場でやり取りされる情報の取得に困難
を感じる場合が聴覚・言語障害と発達障害で７割程度あり、視覚障害、知的障害と精神障害で
４割から５割程度あった（図３）。
業務指示以外の情報共有についても、認知機能に障害のある障害種別と、感覚機能に障害の
ある障害種別で、それぞれ一定の方向性の取組が見られた。
知的障害、精神障害、発達障害といった認知機能に障害のある障害種別では、企業は業務指
示以外の情報共有に関して、朝礼や定期的なミーティングの場で必要な情報を周知したり、上
司等が必要な情報の把握状況を確認したりすることで、障害者が必要とする情報が伝わるよう

図２　業務指示伝達に関して行っている配慮

１	指示内容をシンプルにし、平易な言葉で伝える。
２	口頭での伝達が把握されにくい等の場合、手話や筆談、文字変換

アプリなど、当該社員（職員）の理解しやすいコミュニケーショ
ン手段で伝える。

３	指示内容の正確な理解や定着のために、指示は口頭だけでなく、
書面でも渡す。

４	指示を文書で示す場合、拡大印刷や電子ファイルなど、障害の
ある社員（職員）の見え方に適した形で提供する。

５	指示内容を把握しやすいように、図や絵を用いて伝える。
６	指示はメールやチャット、SNS などで伝える。

７	指示役を固定化することで、情報の混乱を避けるようにする。
８	複数の指示を伝える際には、優先順位を明確にする。
９	複数の指示を伝える際には、区切って順番に伝える。
10	伝えた指示の内容を理解しているかを、その場で確認する。
11	指示伝達に当たり、障害に関連して特別なことは行っていない。
12	その他
13	無回答

注	折れ線は、同一傾向の障害種別を図示する意図で使用しており、
変化量を示すものではない。

図２　業務指示伝達に関して行っている配慮

視覚障害（  聴覚・言語  知的障害（  精神障害（  発達障害（n=39） 

1 38.2% 42.3% 86.0% 59.7% 74.4%

2 5.9% 61.5% 6.5% 5.6% 5.1%

3 11.8% 44.9% 24.5% 20.4% 28.2%

4 35.3% 6.4% 2.2% 3.2% 0.0%

5 5.9% 15.4% 14.3% 6.5% 15.4%

6 20.6% 34.6% 2.5% 9.3% 10.3%

7 14.7% 17.9% 34.2% 30.6% 35.9%

8 11.8% 16.7% 32.3% 33.8% 41.0%

9 5.9% 14.1% 27.6% 19.0% 30.8%

10 17.6% 25.6% 39.4% 31.9% 41.0%

11 23.5% 10.3% 4.3% 21.8% 5.1%

12 0.0% 5.1% 2.8% 2.3% 5.1%

13 0.0% 0.0% 0.9% 2.3% 2.6%
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に配慮を行っていた。上司や同僚といった社員（職員）間の情報交換を促すために企業が行っ
ていることは、朝礼やミーティングの場での情報交換や、歓送迎会や忘年会等の就労を巡り一
般的に行われる内容等であった。そのほかに、交流が苦手な社員には無理に会話に加わること
を促したりせず一人で過ごせるよう配慮している場合もあった。これらの障害種別における業
務指示以外の情報の取得のための障害者による工夫については、上司や同僚へ質問したり、上
司や同僚と良好な人間関係を構築して自然と情報提供してもらえるようにしたりするほかに、
精神障害と発達障害では、休憩時間等に一人で過ごし必要以上の情報に接しないようにして心
の安定を保つ場合も見られた。
一方、視覚障害と聴覚・言語障害といった感覚機能に障害のある障害種別では、企業は業務
指示以外の情報共有に関して、（視覚障害者に）掲示物等について別途情報提供する、（聴覚障
害者に）社内の放送等の内容を書面等で渡すなど、本人が受け取りやすい媒体・方法での情報
共有が試みられるほか、朝礼や定期的なミーティングの場で必要な情報を周知する、上司等が
必要な情報の把握状況を確認するなど、必要とする情報が伝わるように配慮を行っていた。こ
れらの障害種別の障害者による工夫としては、上司や同僚へ質問したり、上司や同僚、特定の
社員と関係性を構築して情報提供してもらえるようにしたりするほか、聴覚・言語障害におい
て自身が把握しやすいコミュニケーション手段の使用や話す際の配慮を求める場合もあったが、
聴覚・言語障害のある社員（職員）の一部では休憩時間等に一人で過ごし必要以上の情報に接
しないようにして心の安定を保つ場合もあった。
なお、肢体不自由、内部障害、難病（指定難病）では、障害特性が業務指示及び業務指示以
外の情報共有に及ぼす影響は限定的であり、配慮や工夫は広く実施されてはいなかった。
ウ　テレワークにおける情報の共有
調査時点でテレワークを実施している者は企業アンケート調査、障害者アンケート調査とも

図３　業務指示以外に職場でやり取りされる情報の取得に困難を感じる頻度

図３　業務指示以外に職場でやり取りされる情報の取得に困難を感じる頻度
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ほとんどない 23.0% 25.0% 25.0% 34.0% 34.5% 38.7% 45.5% 41.2% 28.3% 24.4%

まったくない 4.9% 7.5% 25.0% 17.0% 24.1% 22.6% 22.7% 32.4% 48.0% 59.3%
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１割を下回っており、その人数はいずれの障害種別とも少なかったため、障害種別にテレワー
クにおける情報共有の特徴を見ていくには難しい状況だった。そこで、調査時点で継続してテ
レワークを実施している者（テレワーク継続群）と、過去にテレワークの実施経験はあったが
調査時点ではテレワークを実施していない者（テレワーク終了群）を比較し、テレワークの継
続実施に寄与する要因の分析を行った。
その結果、企業アンケート調査では、テレワーク時に業務指示を伝える際の配慮の実施はテ
レワーク継続群の方が多く、配慮内容の大部分には有意な差があったのに対し、テレワーク終
了群は特別な配慮は実施していない場合が有意に多かった。テレワーク時の業務指示伝達につ
いては、テレワーク継続群の方が有意に出勤時より円滑にできていると評価しており、テレワー
ク終了群は有意に出勤時より課題が多いと評価していた。他方、障害者アンケート調査では、
テレワーク時に業務指示の内容を把握し理解することについて、テレワーク継続群の方が有意
に出勤時より円滑にできていると評価しており、テレワーク終了群は有意に出勤時より課題が
多いと評価していた。
(2) ヒアリング調査結果
ヒアリング対象企業は 14 企業であり、うち 10 企業については当該企業で勤務する障害者に
も話を聞いた。うち２社についてはそれぞれ２人の障害者に言及されていたため、ヒアリング
で取り上げられた障害者は16人であった。各事例においては、情報共有に関する職場からの配
慮と、障害者による工夫として、様々な取組が示された。ヒアリング調査で収集した取組につ
いて、業務指示と業務指示以外、感覚機能に障害のある障害種別と認知機能に障害のある障害
種別の２つの軸で整理した。
ア　業務指示に関する情報共有
業務指示に関する情報共有については、視覚や聴覚といった感覚機能に障害のある障害種別
では、本人が受け取りやすい媒体・方法で伝えることへの配慮や、指示役の固定化、指示が伝
わりやすい環境の確保、ICT機器の設定変更やアプリの利用などの配慮が挙げられた。他方、
知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害といった認知機能に障害のある障害種別では、
できるだけ混乱を避け、理解や整理を促すような形で伝えることが重視される。具体的には、
情報を細分化し少しずつ伝えることや、指示のタイミングに気を付けること、作業方法は実演
して伝える、指示内容は明確にする、そして指示役を固定化するなどの配慮が挙げられた。障
害者による工夫としては、障害種別に関わらず、分からないことがあればすぐに質問して疑問
を解消しようとする、との声が多く聞かれ、質問の相手やタイミングを工夫していることも明
らかとなった。
イ　業務指示以外に職場でやり取りされる情報の共有
業務指示以外の情報共有についても、感覚機能に障害のある障害種別に対しては、業務指示
についての配慮と同様に障害者が情報を把握しやすい媒体・方法で伝えられることが重要とな
る。具体的には、聴覚障害者にオンデマンドの社内研修について、その内容の字幕やスクリプ
トを提供する取組、視覚障害者に通勤ルートや動線に関する情報を、共に歩いて確認する取組
などが挙げられた。また、聴覚障害のある社員が利用する社員食堂において、メニューが書か
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れたカードを見せるという注文方法も認めることになったのは、情報の把握だけでなく伝える
ことについても障害者が対応しやすい方法を選択可能にする配慮である。勤務終了後に飲食を
共にするなどの交流については、視覚障害者や聴覚障害者にとっては、交流の場に参加するこ
と自体にも、参加した場でのコミュニケーションについても配慮や工夫が必要となることがあ
り、ヒアリングではそれらの配慮についても言及されていた。
認知機能に障害のある障害者への配慮としては、情報を整理したり、優先順位をつけたりす
ることを支援する取組が重要となる。ヒアリングでは、情報確認のリマインド、書類対応に関
する進捗管理などの取組が把握された。また障害者からの声として、社内のイベントや行事に
積極的に参加して他の社員や関係者と交流を深めることの楽しさ、充実感を複数のヒアリング
対象者から聞き取ることができた。その一方、休憩中には雑談などはせず、一人で静かに過ご
したいとする声もあり、それを尊重しているとの企業側の指摘も聞かれた。
ウ　オンラインによるコミュニケーション手段の活用
次に、オンラインによるコミュニケーション手段の広がりが障害者の働く職場でのやり取り
に与えた好影響について、ヒアリング調査の結果に依拠して整理した。まず、チャットや社内
SNS の活用により、やり取りが文字情報として残されることとなった。これは、視覚障害のあ
る社員（職員）が自分の見やすい設定でそれらを確認することを可能にし、記憶障害のある社
員（職員）にとって、指示を忘れたり取り違えたりするといったトラブルの回避に繋がった。
また、Web 会議システムには文字起こしの機能が搭載されているものもあり、聴覚障害のある
社員（職員）への情報保障のツールとして役立てられている。
一方で、オンラインでの多様なコミュニケーション手段の活用に関する課題や、対面コミュ
ニケーションの意義を評価する声も複数聞かれた。メールやチャットでは伝わりづらいことや、
受け手の障害特性ともあいまって、文字情報だけでは誤解を生じる可能性があるとの指摘が
あった。また、対面コミュニケーションが得意という発達障害者の声や、対面でコミュニケー
ションを取りながら働くことが好きという知的障害者の声もあった。
(3) 考察
ア　業務指示に関する配慮
業務指示に関する配慮については、障害種別によって行われる配慮が異なるとの傾向が、ア
ンケート調査及びヒアリング調査によって明らかとなった。例えば、知的障害又は精神、発達
障害といった認知機能に障害のある障害種別では、企業は業務指示を伝えるに当たり、指示内
容を簡潔に改める配慮や、情報を伝達する量や優先順位に配慮を行うことで認知的負荷を減ら
し、指示内容をその場で確認することも含めて、指示内容が正確に伝わるよう努めていること
が示された。また聴覚・言語障害や視覚障害といった感覚機能に障害のある障害種別では、本
人の受け取りやすい手段、方法で情報提供を行うことで、業務指示が間違いなく伝わるように
配慮されていることが分かった。
イ　業務指示以外の情報共有に関する配慮
業務指示以外の職場での情報のやり取りに関する配慮としては、様々な連絡事項を障害者に
周知していく取組と、業務以外の交流活動に障害者も受け入れていく取組があった。連絡事項
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の周知については、視覚障害者にとっては動線や物の位置に関する情報が有用であることや、
聴覚障害者に対して研修内容の情報保障が行われていることなどが、ヒアリングで把握された。
様々な行事への受け入れについては、自然な形で受け入れられている様子をヒアリングで確認
することができたほか、休憩時間等は一人で過ごしたいという希望とそれを尊重する配慮につ
いて、具体例を収集することができた。
ウ　フォーマルコミュニケーションとインフォーマルコミュニケーションの関係性
アンケート調査結果の分析によると、障害者が感じる業務指示の内容を把握することの困難
と業務指示以外の情報を把握するときの困難は、障害者の性別、年齢、障害種別等の個人属性
を統制（その影響力を除去）した場合においても有意に関連していた。
また、ヒアリング調査の結果を頼りに、双方が正の相関を示すことの蓋然性について、フォー
マルコミュニケーションとインフォーマルコミュニケーションという、職場でのコミュニケー
ションについての大きな分類に依拠して見ると、ヒアリング調査においても、フォーマルコミュ
ニケーションで形成される人的ネットワークが、インフォーマルコミュニケーションでも機能
し得るということや、フォーマルコミュニケーションで有効なコミュニケーション手段はイン
フォーマルコミュニケーションでも活用し得るということ、インフォーマルコミュニケーショ
ンを通した相互理解が日ごろのフォーマルな場面での障害者の働きやすさに寄与し得るという
ことについて、複数の対象者が言及していた。
(4) 意義と限界
本調査研究の意義としては、①障害種別を網羅的に対象としたこと、②企業と障害者の双方
を調査対象としたこと、③障害者の働く職場でのテレワークの現状の一端を明らかにできたこ
とを挙げたい。また、本調査研究の限界に伴う今後の課題として、①テレワーク時の情報のや
り取りについては、それに特化した追加調査が望まれること、②オンラインでのアプリケーショ
ンの活用に必要な障害者のスキルや具体的配慮事項等、各障害種別に特化した内容については
今後の研究に期待しなくてはならないこと、③今回は障害者とその上司や同僚とのコミュニ
ケーションに主に注目したが、他部署や取引先、支援者や家族を含んだコミュニケーションに
ついても調査研究の枠組への追加を検討すべきことを挙げておきたい。

７　関連する研究成果物
・障害者の働く職場のコミュニケーションに関するアイデア集，2025

https://www.nivr.jeed.go.jp/research/kyouzai/kyouzai83.html

フォーマルコミュニケーション

視覚や聴覚といった感覚機能に障害のある社員に対しては、本人が受け取りやすい媒体、方

法で業務指示などが伝えられることが重要です。

 福祉施設で働く視覚障害（ロービジョン）のある職員に対してメモで情報を伝える際には、

大きな文字で記したり、サインペンなどの濃い色のペンで書いたりするようにしています。

この職員が業務記録を残すパソコンは、 に標準搭載されている拡大機能を使って入力で

きるよう設定されています。

 病院に勤務する聴覚障害（難聴）のある職員に対して口頭で指示を出す際には、可能な範

囲でゆっくり話す、（比較的聴力のある）右の方から話しかける、そして指示内容は端的

なものとする、といった配慮をしています。この職員が勤務する部屋は、患者やスタッフ

が動いている騒がしい環境であるため、上司が込み入った内容や時間を要する話をする際

には、個室に移動して静かな環境を確保しています。

 人事部門に勤務する聴覚障害のある社員への業務指示は、チャットを使って伝えています。

また会議では、 会議システムの文字起こし機能の利用を認めています。それにより、

その社員は対面の会議でも 会議システムをあえて立ち上げることで、会議の参加者の

発言を把握しています。

 設計部門に勤務する聴覚障害のある社員への業務指示は、指示役を固定して行われていま

す。指示役の同僚は当該社員の隣の席に座っており、必要に応じてメールや筆談等で指示

内容が確実に伝わるようにフォローをしています。

 聴覚障害のある社員が勤務する企業では、社内研修のうちオンデマンドで配信されるもの

については、字幕をつけたりスクリプトを添付したりするなどの情報保障を行っています。

・職場の配慮

 聴覚障害のある社員は、社内で筆記用具を持ち歩き、いつでも筆談に対応できるようにし

ています。

 視覚障害のある社員は、電子資料を読む際にはパソコンやスマートフォンの文字拡大機能

を、紙の資料を読む際には拡大読書器を利用するなど、状況に応じて機器を使い分けるよ

うにしています。

・障害者による工夫

•メモなどは大きく濃い
字で（視覚障害）

•常に筆記用具持参で筆
談に対応（聴覚障害）

• 会議システ
ムの文字起こし
機能を対面での
会議でも活用
（聴覚障害）

感覚機能に障害のある障害種別

インフォーマルコミュニケーション

視覚、聴覚といった感覚機能に障害のある障害種別では、やり取りされる様々な情報へのア

クセスの確保が重要となります。

 視覚障害のある職員が勤務する病院では、病棟の建て替えの際、当該職員の通勤ルート

が変更になりました。その際、上司は当該職員と一緒にルートを歩いて、安全性を確認

しました。これは通勤ルートに関する情報提供です。また同病院では、ルート上にやむを

得ずものを置かなくてはならない場合は、そのことを当該職員に伝え、注意して歩ける

ように配慮しています。

 視覚障害のある職員が勤務する社会福祉法人では、職員用のロッカーを、当該職員にとっ

て見つけやすい場所に配置するようにしています。個人のレターケースには、当該職員

が見つけやすいように赤いテープで印を付けています。

・職場からの情報提供

•通勤ルート変更に伴い安
全性の確認（視覚障害）

•ロッカーを分かりやすい
位置に（視覚障害）

•チャット機能で同僚
と雑談（聴覚障害）

フォーマルコミュニケーション

知的、精神、発達、高次脳機能といった情報の理解や整理に課題のある障害種別の障害者に

対しては、できるだけ混乱を避け、理解や整理を促すような形で業務指示などを伝えること

が重視されます。

 精神障害のある職員が勤務する社会福祉法人では、上司が指導すべきことに気づいた際、

直ちに注意を伝えるようにしています。そこには間を置かずに伝えたほうが当該職員に

伝わりやすいとの配慮があります。

 高齢者施設の食堂で勤務する知的障害のある職員に、飲み物の作り方を伝える際には、

上司が実際に作りながら説明するようにしています。また提供する飲み物の種類や提供

するタイミング等に変更が生じる場合には、そのことを事前に伝えるのではなく、当日

の朝に情報を絞って伝えるようにしています。これは事前に多くのことを伝えてしまい、

当該職員が混乱してしまうことを避けるための配慮です。

 食品加工工場で勤務する知的障害のある社員と精神障害のある社員に新たな作業を依頼

する場合には、まず一緒に作業を行い、工程を一緒に確認することにしています。また

説明はあいまいな伝え方ではなく、「何をすべきか」を明確に伝えるよう心掛けていま

す。「このやり方とこのやり方があるけれど、どっちでも好きな方でいいよ」というよ

うな、判断を相手にゆだねる表現は使わないようにしています。

 高次脳機能障害のある社員への業務指示は、特定の先輩社員が行っています。この先輩

社員は、当該社員の入社時から一緒に働いており、その障害特性をよく理解しています。

先輩社員は、当該社員が行うべき作業を細分化し、それぞれについてやり方を何度も説

明し、当該社員がミスを減らせるように努めています。

 知的障害のある社員は、分からないことがあればすぐに上司や同僚に質問するようにし

ています。郵便仕分けについてはＸさん、注文書についてはＹさんといったように、質

問内容によって適切な相手に質問するようにしています。

 知的障害のある職員は、上司が忙しそうな様子だと感じた場合は、上司の手が空くまで

待って、タイミングを見つけて質問するようにしています。

 発達障害のある社員は、障害特性で記憶（ワーキングメモリー）が弱いという自己認識

があり、自身で作業マニュアルを作りパソコンに保存し、確認できるようにしています。

・障害者による工夫

・職場の配慮

認知機能に障害のある障害種別

インフォーマルコミュニケーション

 知的障害のある社員が勤務する企業では、イントラネットの掲示板に重要な連絡事項が

掲載されたとき、上司が当該社員に確認するよう促しています。

 発達障害のある職員が勤務する社会福祉法人では、メモを取ること自体を忘れてしまう

という当該職員の障害特性を考慮し、上司が様々な書類の確認やそれらに対応した諸手

続きについて、その都度進捗確認をしています。

 高次脳機能障害のある社員が勤務する企業では、必要書類の提出を求める際、電話で伝

えるだけではメモを取りそびれて忘れられてしまう可能性もあるため、電話とメールの

両方で伝えるようにしています。

・職場からの情報提供

 精神障害のある社員や発達障害のある社員が勤務する企業では、昼休みに上司が障害の

ある社員に、コーヒー片手に話しかけることがあります。そうした際に、各自の様子を

把握することができるそうです。ただし、一人で休憩時間を過ごしたい障害者には、雑

談を無理強いすることはなく、自由に過ごせるよう配慮しています。

 知的障害のある社員は、ボーリング大会や清掃活動といった会社のイベントに積極的に

参加し、そうした場で趣味の話題で盛り上がるなど、同僚と交流を深めています。

 発達障害のある社員は、同僚と外食に出かけることがあり、そういった機会にプライ

ベートな話をしたり、悩みの共有をしたりすることが、良い気分転換になっているそう

です。

 同僚などとの交流では、配慮をしなくてはと構えたりせず、さりげなく受け入れること

や、互いに心地よい適切な距離感を探すことが大切です。

知的、精神などの認知機能に障害のある障害種別では、様々な通知やお知らせがある中で、

情報の混乱を避け、確実に伝わるように確認を促す配慮が行われています。

・多様なコミュニケーション

•重要な事項はイントラネッ
ト上の掲示板に掲載 上司
等が確認（知的障害）

•同僚との外食等を通じ
た交流が気分転換に
（発達障害）

•電話・メールによる重要事項
の確認（高次脳機能障害）

•気軽な雑談の誘い
（精神障害）

 聴覚障害のある社員が勤務する企業の社員食堂では、声での注文に加え、メニューが書

かれたカードを見せるという注文方法も認められています。

 聴覚障害のある社員は、イントラネット上に福利厚生に関することなど有益な情報が

アップされたことを確認すると、障害のある同僚社員にそのことを伝えるようにしてい

ます。自ら情報にアクセスするだけでなく、障害のある社員同士で協力し合うことで、

円滑に情報共有を行っています。

 聴覚障害のある社員は、

 聴覚障害のある職員は、歓送迎会や新年会のような場では相手の左側に座るなどして、

聞きやすい右耳で相手の話を聞けるようにしています。

 聴覚障害のある職員は、昼の１時間の休憩を心をリセットする機会として捉え、一人で

過ごし昼からの業務に切り替えて入るようにしています。これは当該職員にとって雑談

に参加しようとすることが、かなりの負担を伴うものだからです。

お昼休み等に同僚との雑談を専らチャットで行っています。

・多様なコミュニケーション

視覚や聴覚といった感覚機能に障害のある社員に対しては、本人が受け取りやすい媒体、方

法で業務指示などが伝えられることが重要です。











・職場の配慮





・障害者による工夫

感覚機能障害者の働く職場の

コミュニケーションに関す
る

アイデア集

独⽴⾏政法⼈⾼齢・障害・求職者雇⽤⽀援
機構

障害者職業総合センター

• 職場では、様々な情報のやり取り（コミュニケーション）が行われています。その中

には、業務指示や報告など、直接業務に関わる情報もあれば、職場周辺のローカル

ニュースや趣味の話題など、直接には業務に関わらない情報もあります。

• こうした情報が円滑に共有、交換されることは、組織の生産性を維持、向上させるた

めに不可欠なだけでなく、社員にとって働きやすく、風通しの良い職場づくりにも役

立つと考えられます。

• しかし、情報共有に関して障害に起因する課題に直面している障害者もいます。

• 障害者職業総合センターでは職場の情報共有に関する課題を把握するためのアンケー

トを実施しました※。

• 企業で働く障害者に対して、「業務指示に関わる情報共有」及び「業務指示以外の情

報共有」についてどのくらいの頻度で困難を感じるか 段階評価で尋ねたところ、全

体で 割を超える人が「頻繁に感じる」又は「ときどき感じる」と回答しました。

• 障害種別にみると、聴覚障害で ％、次いで精神・発達・高次脳機能障害等で

％が、業務指示による情報共有に関する困難を「頻繁に感じる」又は「ときどき

感じる」と答えていました。業務指示以外に関する困難でも、同様の傾向が示されて

います。

• 障害種別によっては、情報共有に関する困難を頻繁に感じることがわかりました。

※詳細は、調査研究報告書 「職場の情報共有の課題に関する研究」をご参照くだ

さい。以下のホームページからダウンロードできます。

• 本リーフレットでは、アンケートで情報共有に関する課題を感じる頻度が高かった

障害種別について、職場のコミュニケーションで、障害者と周囲の間に生じる課題、

それを解消するために事業主や本人が行っている配慮や工夫を紹介します。

• 障害者とその上司や同僚が、共に生き生きと働ける職場を目指す際のひとつのヒント

として、本リーフレットをご活用いただければ幸いです。

考え方の整理

職場で発生する情報のやり取りを概念的に整理する方法として、業務に関わるやり取りを

『フォーマルコミュニケーション』、業務以外の内容を含んだやり取りを『インフォーマル

コミュニケーション』として対比させる考え方があります。

職場のコミュニケーションについて、具体的にどのような課題が生じるかは、社員の『障

害種別』によって大きく異なると考えられます。そして課題の内容によって、求められる

配慮も大きく変わってきます。

コミュニケーションに関わる配慮が求められる障害種別を、課題や対応策の類似性に注目

すると、次の２つのカテゴリーに分けることができます。

本リーフレットでは、フォーマルコミュニケーションとインフォーマルコミュニケーション

のそれぞれについて、感覚機能に障害のある障害種別と認知機能に障害のある障害種別に対

する対策事例を紹介します。なお、紹介する事例は当センターで実施した企業及び障害者へ

のヒアリング調査に基づいています。

感覚機能に障害のある障害種別
認知機能に障害のある障害種別

知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能

障害のように情報を理解したり、整理したり

することに課題がある障害者への配慮として

は、一度に伝える情報量を調整したり、伝達

内容の分かりやすさに配慮したりするなどの

対応が行われます。

聴覚障害や視覚障害は、情報を受け取る感覚

機能の障害であるため、情報を伝える際の配

慮としては、対象の障害者が受け取ることが

できる媒体、方法で伝えることが中心となり

ます。

フォーマルコミュニケーション インフォーマルコミュニケーション

組織としての目標達成のため、職場での役割

や業務の分担に対応して行われます。

社員個人の関心に基づいて、職場での役割や

業務の分担にとらわれない対人関係のネット

ワークを通じて行われます。

業務に関することが中心となります。
近況や相談事、趣味に関することなど、直接

的には業務に関わらない内容も含まれます。

やり取りの参加者、扱われるトピック、タイ

ミングなどは、基本的に事前に決まった枠組

みの範囲内となります。

職場内の誰とでも、

いつでも行われます。

定例ミーティング、業務の引き継ぎ、業務指

示の伝達等が含まれます。

休憩時間での雑談、研修の場での情報交換、

社内イベントでの交流などが含まれます。

対面だけでなく、メールや社内 など、オンラインで行われることもあります。

オンラインコミュニケーションの利点と留意点

職場では、チャットや社内 、グループウェア、そして 会議システムなど、オンライン

でのコミュニケーションツールの導入が広がっています。オンラインでのコミュニケーショ

ンツールの活用は、障害者との情報のやり取りに好影響を与えることがあります。ここでは、

そうした利点を、留意点とともに紹介します。

※障害者の中には、アクセシビリティの問題や障害特性の関係で、特定のツールでのやり

取りができない、又は苦手とする人もいます。障害者とのコミュニケーションツールを

選ぶ際には、障害特性等への配慮が必要です。

 聴覚障害者にとっては、音声言語でのコ

ミュニケーションを必要としない文字情

報のやり取りは、コミュニケーションに

伴うストレスの軽減につながります。ま

た紙を用いたアナログな筆談より簡便な

方法でもあります。

 視覚障害者にとっては、オンライン上の

文字情報は、拡大や白黒反転など、見や

すい形にカスタマイズできるという特徴

があります。またスクリーンリーダを

使って読み上げることも可能です。

 認知機能に障害のある障害種別の障害者

にとっては、文字情報が残ることで他の

社員とのやり取りをトレースでき、指示

内容を忘れたり、指示を取り違えたりす

るなどのトラブル防止にもなります。

・利点

 文字情報だけのやり取りでは、それぞれ

の障害特性とも関連して、文意の取り違

えなどが起こることもあります。対面や

電話など、他のツールを活用したフォ

ローも大切です。

・留意点

離れていても、顔を見な

がらのリアルタイムのや

り取りが可能になりまし

た。

社内 やチャットによる

やり取りは文字情報の交

換であり、その記録が残

されます。

文字情報での

やり取り

会議

システム

•

•

•

•

•

•

•

•

 テレワークで働く障害者にとっては、同

僚と顔を見ながら、リアルタイムで話せ

ることは、フォーマルコミュニケーショ

ンだけでなく、インフォーマルコミュニ

ケーションの充実にも役立っています。

 会議システムの一部には、オンライ

ン会議でやり取りされる会話を書き起こ

す機能が搭載されており、聴覚障害者へ

の情報保障のツールとして役立てられて

います。

 精神障害などの特性で、「カメラに映る

のが苦手」、「画面を見ながらうまく話

をすることができない」という障害者も

います。

 聴覚障害者にとっては、複数の人が同時

に話したり話者が頻繁に入れ替わったり

する場面や、画面に映るスライドと口述

内容が一致しない場合には、誰が何を話

しているか追いかけにくいこともありま

す。

・利点

・留意点




